
内
閣
衆
質
一
五
〇
第
一
五
号

平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
自
衛
隊
に
お
け
る
私
的
サ
ー
ク
ル
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

一

五

号

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

福

田

康

夫



衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
自
衛
隊
に
お
け
る
私
的
サ
ー
ク
ル
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
自
衛
隊
に
お
け
る
私
的
サ
ー
ク
ル
」
に
つ
い
て
は
、
本
来
防
衛
庁
と
し
て
こ
れ
を
管
理
又
は
統
括
す
る
も
の

で
は
な
い
が
、
主
と
し
て
三
等
陸
尉
、
三
等
海
尉
及
び
三
等
空
尉
以
上
の
自
衛
官
（
以
下
「
幹
部
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
又

は
幹
部
自
衛
官
及
び
か
つ
て
幹
部
自
衛
官
で
あ
っ
た
者
が
構
成
員
で
あ
り
、
幹
部
自
衛
官
又
は
か
つ
て
幹
部
自
衛
官
で
あ
っ

た
者
が
代
表
者
を
務
め
、
自
衛
隊
の
任
務
遂
行
に
関
連
す
る
内
容
を
含
む
刊
行
物
を
定
期
的
に
発
行
し
て
い
る
私
的
な
団
体

（
以
下
「
私
的
サ
ー
ク
ル
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
防
衛
庁
に
お
い
て
、
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
も
の
は
、
別
紙
一
の

と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

私
的
サ
ー
ク
ル
の
刊
行
物
の
う
ち
、
防
衛
庁
が
受
け
入
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
受
入
先
及
び
部
数
は
、
別

紙
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
四
年
五
月
十
四
日
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
同
庁
が
受
け
入
れ
て
い

一



る
私
的
サ
ー
ク
ル
の
刊
行
物
の
発
行
者
に
対
し
、
国
会
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
刊
行
物
の
国
会
議
員
へ
の
貸
出
し
に
つ
い
て

要
望
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
た
結
果
、
「
陸
戦
研
究
」
に
加
え
、
「
波
濤
」
、
「
翼
」
及
び
「
鵬
友
」
に
つ
い
て
も
、
同

庁
が
受
け
入
れ
た
も
の
を
貸
し
出
す
こ
と
に
つ
い
て
発
行
者
の
了
解
が
得
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
四
年
五
月
十
四
日
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
結
果
、
同
庁

に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
私
的
サ
ー
ク
ル
の
刊
行
物
の
発
行
者
に
対
し
、
国
会
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
刊
行
物
の
国
立
国
会

図
書
館
へ
の
納
本
等
に
つ
い
て
要
望
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
「
陸
戦
研
究
」
、
「
波

濤
」
、
「
翼
」
及
び
「
鵬
友
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
刊
行
物
の
発
行
者
が
自
主
的
に
国
立
国
会
図
書
館
に
寄
贈
す
る
こ

と
と
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
私
的
サ
ー
ク
ル
の
刊
行
物
の
国
立
国
会
図
書
館
へ
の
納
本
等
に
つ
い
て
、
「
防
衛
庁
に
お
け
る
文

書
の
形
式
に
関
す
る
訓
令
」
（
昭
和
三
十
八
年
防
衛
庁
訓
令
第
三
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
文
書
に
該
当
す
る
も
の
を

発
し
て
い
な
い
。

二



五
に
つ
い
て

自
衛
隊
員
が
私
的
サ
ー
ク
ル
の
刊
行
物
に
寄
稿
す
る
に
際
し
て
は
、
そ
れ
が
職
務
に
関
し
意
見
を
発
表
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
か
つ
、
当
該
刊
行
物
が
自
衛
隊
員
以
外
の
者
に
も
頒
布
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
「
部
外
に
対
す
る
意
見
の
発

表
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
昭
和
五
十
六
年
二
月
二
十
三
日
官
広
第
八
百
十
四
号
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
届
出
等

が
必
要
と
な
る
。

三



四



五



六



七


